
  周南市自治会集会所等建設事業費補助金交付要綱 

（通則） 

第１条 周南市自治会集会所等建設事業費補助金（以下「補助金」という。）の交

付については、周南市補助金等交付規則（平成１５年周南市規則第４６号。以下

「規則」という。）の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 この要綱は、住民が行う自治会集会所等建設の事業に対し、事業の実施に

要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、地域のコミュニティづ

くりを推進し、もって活力のあるまちづくりに資することを目的とする。 

（定義） 

第３条 この要綱において「補助事業者」とは、各地域の自治会をいう。 

２ この要綱において「自治会集会所」とは、地域住民の集会や各種グループのコ

ミュニティ活動の場として多目的に利用される施設をいう。 

３ この要綱において「掲示板」とは、文書等を掲示することによりコミュニティ

活動に必要な情報を伝達できる機能を有する設備をいう。 

４ この要綱において「増改築」とは、床面積の増減が伴うもの又は建物の全部若

しくは一部を新しく建て替えるものをいう。 

（補助金の交付基準） 

第４条 補助金交付の対象となる事業、補助対象事業費及び補助金額は、別表第１

のとおりとする。 

２ 前項の規定により補助金の交付を受けた補助事業者にあっては、同一の対象事

業の区分（掲示板の設置及び補修事業は除く。）については、天災等により市長

が特に必要と認めた場合を除き、補助金の交付後１０年間は重ねて補助しない。

ただし、補修事業については、補助金の交付後５年間は重ねて補助しないものと

する。 

３ 補助金として算出した額に１，０００円未満の端数が生じるときは、これを切り

捨てた額により交付するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする補助事業者は、あらかじめ周南市自治会

集会所等建設事業費補助金交付申請書（別記第１号様式）に、周南市自治会集会



所等建設補助事業（変更）計画書（別記第２号様式）を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

（補助金の交付の決定） 

第６条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の内容

の審査により、補助金を交付することが適当と認めた場合は、速やかに交付の決

定をするものとする。 

（決定の通知） 

第７条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに決定の内容及び必要

な条件を周南市自治会集会所等建設事業費補助金交付決定通知書（別記第３号様

式）により、補助金の交付を申請した補助事業者に通知するものとする。 

（補助事業の変更の申請） 

第８条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた補助事業者は、事業計画の内

容、経費の配分等の変更をしようとするときは、遅滞なく周南市自治会集会所等

建設事業費補助事業変更申請書（別記第４号様式）を市長に提出し、承認を受け

なければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査及び調査

し、補助金の交付の決定の内容を変更する必要があると認めるときは、速やかに

周南市自治会集会所等建設事業費補助金交付変更決定通知書（別記第５号様式）

により当該補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 補助金の交付を受けた補助事業者は、当該補助事業が完了したときは遅滞

なく周南市自治会集会所等建設事業費補助事業実績報告書（別記第６号様式）に

周南市自治会集会所等建設補助事業実績書（別記第７号様式）を添えて市長に提

出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報

告が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを

審査し、また、必要に応じ現地調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補

助金の額を確定し、周南市自治会集会所等建設事業費補助金確定通知書（別記第

８号様式）により当該補助事業者に通知するものとする。 



（補助金の交付の時期） 

第１１条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するも

のとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、周

南市自治会集会所等建設事業費補助金交付請求書（別記第９号様式）を市長に提出

しなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長が補助事業の目的又は内容の性格上その補助事

業の完了前に交付することが適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払

又は前金払の方法により補助金事業の完了前に交付することができる。 

４ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、周南市

自治会集会所等建設事業費補助金概算払（前金払）申請書（別記第１０号様式）を

市長に提出しなければならない。ただし、周南市自治会集会所等建設事業費補助金

交付決定通知書（別記第３号様式）により概算払又は前金払の交付の決定を受けて

いる場合は、この限りでない。 

５ 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、補助事業の目的又は内容の

性格上必要と認めるときは、周南市自治会集会所等建設事業費補助金概算払（前金

払）交付決定通知書（別記第１１号様式）により当該補助事業者に対して通知する

ものとする。 

６ 第４項の規定により補助金の概算払又は前金払の申請をしたものが、補助金の概

算払又は前金払の請求をしようとするときは、前項の規定による通知を受領した後

に、周南市自治会集会所等建設事業費補助金概算払（前金払）交付請求書（別記第

１２号様式）を市長に提出しなければならない。 

７ 周南市自治会集会所等建設事業費補助金交付決定通知書（別記第３号様式）によ

り概算払又は前金払の請求をしようとするときは、周南市自治会集会所等建設事業

費補助金概算払（前金払）交付請求書（別記第１２号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（補助金の交付） 

第１２条 市長は、前条による交付請求があった場合は、審査の上当該補助金を交

付するものとする。 

（補助金の取消し） 



第１３条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が規則第２０条第１項に掲げ

る行為をしたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが

できる。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後にお

いても適用があるものとする。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、前条の規定による補助事業者に、第１２条の規定による補助金

が既に交付されているときは、当該補助事業者に対し周南市自治会集会所等建設

事業費補助金返還命令書（別記第１３号様式）により、期限を定めてその返還を

命ずるものとする。 

（財産の処分の制限） 

第１５条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち

、次に掲げるものは、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、別

表第２に掲げる当該財産の耐用年数期間を経過した場合は、この限りでない。 

 ⑴ 不動産及びその従物 

 ⑵ その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて

定めるもの 

（関係書類等の整備） 

第１６条 補助金を受けた補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設

けるとともに、その証拠になる書類を整備し、かつ、これらの書類を事業完了後

５年間保存しなければならない。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

（要綱の廃止） 

２ 周南市徳山自治会集会所等建設事業費補助金交付要綱（平成１５年４月２１日

施行）及び周南市熊毛集会所整備補助金交付要綱（平成１５年４月２１日施行）



は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この要綱の施行前に、周南市徳山自治会集会所等建設事業費補助金交付要綱（

平成１５年４月２１日施行）又は周南市熊毛集会所整備補助金交付要綱（平成１

５年４月２１日施行）の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この

要綱の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

（熊毛地域限定の特例） 

４ 第４条第２項の規定にかかわらず、熊毛地域の補助事業者にあっては、平成１８

年４月１日から平成２０年３月３１日までの間、自治会設立に係る名称変更に伴

う看板の架け替え１回に限り、補助するものとする。ただし、看板の架け替えに

よる対象事業の区分は自治会集会所の補修事業とし、補助対象事業費は３０，０

００円以内、補助額は補助対象事業費の３分の２以内の額とする。 

 （周南市新南陽自治会振興事業助成要綱等の一部改正） 

５ 周南市新南陽自治会振興事業助成要綱（平成１５年４月２１日施行）の一部を

次のように改正する。 

  第３条中第１号から第３号までを削り、第４号を第１号とし、第５号及び第６

号を削り、第７号を第２号とする。 

  第８条中「市財務規則」を「周南市補助金等交付規則（平成１５年周南市規則

第４６号）」に改める。 

  別表１を別紙のように改める。 

６ 周南市鹿野コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱（平成１５年４月２１日

施行）の一部を次のように改正する。 

 別表中自治会館建設の項及び防犯灯設置の項を削る。 

 （周南市新南陽自治会振興事業助成要綱等の一部改正に伴う経過措置） 

７ この要綱の施行前に、周南市新南陽自治会振興事業助成要綱（平成１５年４月

２１日施行）又は周南市鹿野コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱（平成１

５年４月２１日施行）の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この

要綱の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

  附 則 



（施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年１１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の周南市自治会集会所等建設事業費補助金交付要綱の規定にかかわらず、

施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。 

  附 則（平成１７年２月２２日制定） 

（施行期日）  

１ この要綱は、平成１７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の周南市自治会集会所等建設事業費補助金交付要綱の規定にかかわらず、

施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。 

   附 則（平成１８年３月１４日制定） 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第４条関係） 

対 象 事 業 の 区 分                               補助対象事業費 補 助 額 

自治会集会所の新築又は増改築事業 

（建物に係る工事費を対象とし、附随するコ

ンクリート及びアスファルト等の土間張り、

電気、給排水、衛生等の関連工事、当該事業

に係る建物の解体経費並びに周南市自治会集

会所等建設事業費補助金交付要領の別表に掲

げる初度備品を含む。） 

９００万円以内 
補助対象事業費の

３分の２以内の額

倉庫の設置及び補修事業 

（固着する設備等含む。ただし、備品は除

く。） 

設置及び補修に係る事業

と併せ６０万円以内 

補助対象事業費の

２分の１以内の額

自治会集会所の補修事業 

（固着する設備等含む。ただし、備品は除

く。） 

３００万円以内 
補助対象事業費の

２分の１以内の額

掲示板の設置及び補修事業 
設置及び補修に係る事業

と併せ７万円以内 

補助対象事業費の

２分の１以内の額

自治会集会所に係る用地の整備及び補修事業

（新築又は増改築時の宅地造成を含む。） 

整備及び補修に係る事業 

と併せ１００万円以内 

補助対象事業費の

２分の１以内の額

自治会集会所に附属する備品の設置及び補修

事業 

設置及び補修に係る事業 

と併せ６０万円以内 

補助対象事業費の

２分の１以内の額

自治会集会所に係る用地の購入事業 ７５０万円以内 
補助対象事業費の

３分の２以内の額

注） 既存の集会所又は倉庫等が公共事業等で移転移設する場合の市補助金は、上

記の規定にかかわらず補助対象事業費から当該補償金（該当する部分の額）を

控除した額を補助対象事業費とみなす。 



別表第２（第１５条関係） 

施設設備等の

分類 
財産の名称、構造等 

耐用年数

期間(年)

集会所 ５０ 鉄骨鉄筋コンクリート造又はコン

クリート造のもの 倉 庫 ３１ 

集会所 ４１ れんが造、石造又はブロック造の

もの 倉 庫 ３０ 

集会所 ３８ 金属造のもの（骨格材の肉厚が４

ミリメートルを超えるものに限

る。） 倉 庫 ２６ 

集会所 ３０ 金属造のもの（骨格材の肉厚が３

ミリメートルを超え４ミリメート

ル以下のものに限る。） 倉 庫 ２４ 

集会所 ２２ 金属造のもの（骨格材の肉厚が３

ミリメートル以下のものに限る。）倉 庫 １７ 

集会所 ２４ 
木造のもの 

倉 庫 １５ 

集会所 ２２ 

建物 

木骨モルタル造のもの 
倉 庫 １４ 

電気設備（照明設備を含む。） １５ 

給排水又は衛生設備及びガス設備 １５ 

冷暖房設備 １３ 冷房、暖房、通風又はボイラー設

備 その他のもの １５ 

建物附属設備 

消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 ８ 

構築物 掲示板、へい、照明灯 １０ 

パソコン（サーバー用を除く。） ４ 
事務機器 

その他の事務機器 ５ 

主として金属製のもの １０ 
備品 

前掲のもの以外のもの 
その他のもの ５ 

   



第１号様式（第５条関係） 

 
周 南 市 自 治 会 集 会 所 等 

 
建 設 事 業 費 補 助 金 交 付 申 請 書 

 
                                年  月  日 

（あて先） 

周 南 市 長 

                     申請者 所 在 地  〒   - 

                                  

                        補助事業者名    

                         代表者氏名               ㊞ 

         

周南市自治会集会所等建設事業費補助金交付要綱第５条の規定により、次のとおり補助金の交

付を申請します。 
 

１ 補 助 年 度       年度 ２
補 助 金 の

交付申請の額
              円 

３ 補助金の名称 周南市自治会集会所等建設事業費補助金 

４ 補助事業の名称 

５ 
補 助 事 業 の

対象事業区分
 

６ 補助事業の目的 

左 の 財 源 内 訳                               
予 算 総 額 ( 円 )

区 分 事業者負担 市 補 助 金 その他収入 

金 額 (円)    
７ 
補 助 事 業 の

経 費 所 要 額

 
割 合 (％)    

８ 
着手及び完了

予 定 年 月 日

  着手予定      年  月  日 

  完了予定      年  月  日 

９ 
補 助 事 業 の

効果の見込み
 

10 添 付 書 類
(1)補助事業計画書（第２号様式） 

(2)その他市長が必要と認める書類（               ） 



第２号様式（第５条関係） 

 

周 南 市 自 治 会 集 会 所 等 
 

建 設 補 助 事 業 （ 変 更 ） 計 画 書 
 
 

１ 補 助 金の名称 周南市自治会集会所等建設事業費補助金 

２ 補助事業の名称  

３ 
補 助 事 業 の

対象事業区分
  

４ 
補 助 事 業 の

施 行 場 所
  

５ 
補助事業対象の

規 模 ・ 構 造
  

６ 
完 成 後 の

利 用 目 的
 

７ 
完 成 後 の

管理運営方法
 

左 の 財 源 内 訳                               
予 算 総 額 ( 円 )

区 分 事業者負担 市 補 助 金 その他収入 

金 額 (円)    
８ 
補 助 事 業 の

経 費 所 要 額

 
割 合 (％)    

９ 
着 手 及び完了

予 定 年 月 日

着手予定     年  月  日 

   完了予定     年  月  日 

10 添 付 書 類

(1)経費の見積書（工事施行者の見積書及び見積明細書） 

(2)建築（設置）位置図及び図面 

(3)土地の使用承認書 

(4)建築確認書 

(5)開発行為（建築行為） 

(6)農地転用許可書 

(7)工事施行者との工事請負契約書 

(8)その他市長が必要と認める書類（             ） 

11 備 考

 

 



第３号様式（第７条、第１１条関係） 
 

周 南 市 自 治 会 集 会 所 等 
 
建 設 事 業 費 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

       

第     号 

                              年  月  日 

 

                 様 
 
 

                           周南市長          印 
 
 

  年  月  日付けで申請のありました周南市自治会集会所等建設事業費補助金の交

付については、次のとおり交付することを決定したので、周南市自治会集会所等建設事業費補助

金交付要綱第７条の規定により通知します。 
 

１ 補 助 年 度    年度 ２
補 助 金 の

交 付 決 定 額
       円 

３ 補 助 金 の 名 称 周南市自治会集会所等建設事業費補助金 

４ 補助事業の名称  

５ 
補 助 事 業 の

対 象 事 業 区 分
  

６ 
補 助 金 の 交 付

予 定 時 期
  

７ 交 付 の 条 件

(1)補助金は、補助事業の目的以外に使用してはならない。 

(2)補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更（市長が認める軽微な変更を除く。）

をするときは、市長の承認を受けること。 

(3)補助事業を中止し、又は廃止するときは、市長の承認を受けること。 

(4)補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったとき

は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

(5)補助事業に係わる収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠になる書類を整備

し、かつ、これらの書類を５年間保存すること。 

８ そ の 他

(1)補助事業が完了したときは、速やかに、市長に補助事業実績報告書を提出すること。

(2)地方自治法第１９９条第７項の規定により、市の監査委員が、補助事業の出納その他

について監査をすることがある。 

(3)地方自治法第２２１条第２項及び周南市補助金等交付規則第２５条の規定により、市

長が、補助事業の状況を調査し、又は報告を求めることがある。 

(4)この交付決定に対して不服がある場合は、この交付決定通知書を受領した日から起算

して、２０日以内に補助金交付申請取下書により、申請の取下げをすること。 

備考 １ 概算払又は前金払の方法により交付しようとするときは、その旨を「補助金の交付

予定時期」の項に記入すること。 



第４号様式（第８条関係） 

 

周 南 市 自 治 会 集 会 所 等 
 

建 設 事 業 費 補 助 事 業 変 更 申 請 書 
 
                                   年  月  日 

（あて先） 

周 南 市 長 

                     申請者 所 在 地  〒   - 
 

                        補助事業者名 

                         代表者氏名           ㊞ 

         

  年  月  日付け   第   号により補助金の交付決定を受けた補助事業につ

いて、次のとおりその内容等を変更したいので、周南市自治会集会所等建設事業費補助金交付要

綱第８条第１項の規定により申請します。 
 

変 更 前         円 
１ 補 助 年 度     年度 ２

補 助 金 の

交 付 申 請 額
変 更 後         円 

３ 補助金の名称 周南市自治会集会所等建設事業費補助金 

４ 
補 助 事 業 の

名 称

 

５ 
補 助 事 業 の

対象事業区分

 

変  更  前  

６ 
補 助 事 業 の

内 容 変  更  後  

左 の 財 源 内 訳                               
７ 
補 助 事 業 の

経 費 所 要 額
予 算 総 額 ( 円 )

区 分 事業者負担 市 補 助 金 その他収入 

金 額 (円)    
(1)変更前 

 

割 合 (％)    

金 額 (円)    
 

(2)変更後 

 

割 合 (％)    

８ 

変更後の着手

及 び 完 了

予 定 年 月 日

着手予定      年  月  日 

完了予定      年  月  日 

９ 変 更 の 理 由

 

10 添 付 書 類
(1)補助事業計画書（別記第２号様式） 

(2)その他市長が必要と認める書類（               ） 



第５号様式（第８条関係） 
 

周 南 市 自 治 会 集 会 所 等 
 

建 設 事 業 費 補 助 金 交 付 変 更 決 定 通 知 書 
 
 

第     号 

                            年  月  日 

 

                 様 

 

                           周南市長          印 
 
 

  年  月  日付けで申請のありました補助事業の変更については，次のとおり交付

決定の内容を変更したので、周南市自治会集会所等建設事業費補助金交付要綱第８条第２項の規

定により通知します。 
 

変更前                 円 

１ 補 助 年 度     度 ２
補 助 金 の

交 付 決 定 額

変更後                 円 

３ 補 助金の名称 周南市自治会集会所等建設事業費補助金 

４ 補助事業の名称

 

５ 
補 助 事 業 の

対象事業区分

 

６ 
補 助 事 業 の

変 更 内 容

 

変 更 前 

 

７ 
補 助 金 の

交付予定時期

変 更 後 

 

８ 変 更 の 理 由

 



第６号様式（第９条関係） 

        

周 南 市 自 治 会 集 会 所 等 
 

建 設 事 業 費 補 助 事 業 実 績 報 告 書 
 

                                年  月  日 

（あて先） 

周 南 市 長 

                     申請者 所 在 地  〒   - 
 
 

                        補助事業者名 

                         代表者氏名           ㊞ 

      

 年  月  日付け  第  号により補助金の交付決定を受けた補助事業について、

周南市自治会集会所等建設事業費補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおりその実績を報

告します。 
 

１ 補 助 年 度     年度 ２
補 助 金 の

交 付 決 定 額
          円 

３ 補助金の名称 周南市自治会集会所等建設事業費補助金 

４ 
補 助 事 業 の

名 称
  

５ 
補 助 事 業 の

対象事業区分
  

左 の 財 源 内 訳                               
予 算 総 額 ( 円 )

区 分 事業者負担 市 補 助 金 その他収入 

金 額 (円)    
６ 
補 助 事 業 の

経 費 精 算 額

 
割 合 (％)    

７ 
着 手 及 び

完 了 年 月 日

着 手      年  月  日 

  完 了      年  月  日 

８ 
補 助 事 業 の

効 果

 

９ 添 付 書 類
(1)補助事業実績書（第７号様式） 

(2)その他市長が必要と認める書類（              ） 

 



第７号様式（第９条関係） 
 

周 南 市 自 治 会 集 会 所 等 
 

建 設 補 助 事 業 実 績 書 
   

１ 補助金の名称  周南市自治会集会所等建設事業費補助金 

２ 補助事業の名称   

３ 
補 助 事 業 の 

対象事業区分 
  

４ 
補 助 事 業 の 

施 行 場 所 
  

５ 
補助事業対象の 

規 模 ・ 構 造 
  

左 の 財 源 内 訳                               
決 算 総 額 ( 円 )

区 分 事業者負担 市 補 助 金 その他収入 

金 額 (円)    
６ 
補 助 事 業 の 

経 費 精 算 額 

 
割 合 (％)    

７ 
着 手 及 び 

完 了 年 月 日 

着  手      年  月  日 

完  了      年  月  日 

８ 添 付 書 類 

(1)経費の決算書（工事施行者の請求書及び請求明細書） 

(2)完成図面 

(3)工事施行前、期間中及び完成写真 

(4)その他市長が必要と認める書類（             ） 

９ 備 考 

 

 
 
 

   完成検査を行った結果、完成したことを確認する。 
 
                 年      月      日 
 
 
                             （検収者）    職 
 
                                       氏  名 

 
 



第８号様式（第１０条関係） 
 

周 南 市 自 治 会 集 会 所 等 
  

建 設 事 業 費 補 助 金 確 定 通 知 書 
 

第     号 

                            年  月  日 

 

                 様 

 

                           周南市長          印 
    
 

  年  月  日付けで実績報告のありました補助事業については，次のとおり補助金

の額を確定したので、周南市自治会集会所等建設事業費補助金交付要綱第１０条の規定により通

知します。 
 

１ 補 助 年 度     年度 ２
補 助 金 の

交 付 確 定 額
         円 

３ 補 助金の名称 周南市自治会集会所等建設事業費補助金 

４ 補助事業の名称

 

５ 
補 助 事 業 の

対象事業区分

 

６ 
補 助 事 業 の

経 費 精 算 額
             円 

７ 補 助 対象金額             円 

８ 補 助 率

 

９ 
補 助 金 の

交 付 決 定 額
             円 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

第   号 

      年  月  日 

 



第９号様式（第１１条関係） 
 
 

周 南 市 自 治 会 集 会 所 等 
 

建 設 事 業 費 補 助 金 交 付 請 求 書 
 

 
                                年  月  日 

（あて先） 

周 南 市 長 

                     申請者 所 在 地  〒   - 

 

 

                        補助事業者名 

                         代表者氏名           ㊞ 
 
 
 
 年  月  日付け  第   号により確定通知のあった補助金について、周南市自

治会集会所等建設事業費補助金交付要綱第１１条第２項の規定により、次のとおり請求します。 
 

１ 補 助 年 度     年度 ２交 付 請 求 額         円 

３ 補 助 金 の 名 称 周南市自治会集会所等建設事業費補助金 

４ 補助事業の名称 

５ 
補 助 事 業 の

対 象 事 業 区 分
 

６ 
補 助 金 の

交 付 決 定 額
             円 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

第   号 

      年  月  日 

７ 
補 助 金 の

交 付 確 定 額
             円 

補 助 金 確 定 通 知 書 

第   号 

      年  月  日 

 



第１０号様式（第１１条関係） 
 

周 南 市 自 治 会 集 会 所 等 建 設 事 業 費 
 
補 助 金 概 算 払 （ 前 金 払 ） 申 請 書 

 

                              年  月  日 

（あて先） 

周 南 市 長 

                    申請者 所 在 地  〒   - 
 
 

                       補助事業者名 

                        代表者氏名            ㊞ 
 
 

  年  月  日付け  第  号により補助金の交付決定を受けた補助事業について、

次のとおり概算払（前金払）を受けたいので、周南市自治会集会所等建設事業費補助金交付要綱第

１１条第４項の規定により申請します。 
 

１ 補 助 年 度    年度 ２
概算払(前金払)

申 請 額
       円 

３ 補 助 金 の 名 称 周南市自治会集会所等建設事業費補助金 

４ 補助事業の名称  

５ 
補 助 事 業 の

対 象 事 業 区 分
  

６ 
概算払(前金払)

の 理 由
 

７ 
補 助 金 の

交 付 決 定 額             円 

８ 
補 助 金 の

既 交 付 額

         年  月  日交付         円 

年  月  日交付         円 

年  月  日交付         円 

計               円 

９ 
補 助 金 の

未 交 付 額 円（交付決定の額 ― 既交付額） 



第１１号様式（第１１条関係） 
 

周南市自治会集会所等建設事業費補助金 
 
概 算 払 （ 前 金 払 ） 交 付 決 定 通 知 書 

       

第     号 

                              年  月  日 

 

                 様 
 
 
                           周南市長          印 
 
 
  年  月  日付けで申請のありました周南市自治会集会所等建設事業費補助金の概

算払（前金払）については、次のとおり概算払（前金払）をすることを決定したので、周南市自

治会集会所等建設事業費補助金交付要綱第１１条第５項の規定により通知します。 
 

１ 補 助 年 度     年度 ２
概算払(前金払)

交 付 決 定 額
       円 

３ 補 助 金 の 名 称 周南市自治会集会所等建設事業費補助金 

４ 補助事業の名称  

５ 
補 助 事 業 の

対 象 事 業 区 分
  

６ 
補 助 金 の

交 付 決 定 額
            円 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

第   号 

      年  月  日 

７ 
補 助 金 の

既 交 付 額

         年  月  日交付         円 

年  月  日交付         円 

年  月  日交付         円 

計               円 

８ 
補 助 金 の

未 交 付 額 円（交付決定の額 ― 既交付額） 

 



第１２号様式（第１１条関係） 
 
 

周 南 市 自 治 会 集 会 所 等 
 

建設事業費補助金概算払（前金払）交付請求書 
 

 
                                年  月  日 

（あて先） 

周 南 市 長 

                     申請者 所 在 地  〒   - 

 

                        補助事業者名 

                         代表者氏名           ㊞ 
 
 
 
  年  月  日付け   第   号により通知のあった補助金の概算払（前金払）

について、周南市自治会集会所等建設事業費補助金交付要綱第１１条第６項（第７項）の規定に

より、次のとおり請求します。 
 

１ 補 助 年 度     年度 ２交 付 請 求 額         円 

３ 補 助 金 の 名称 周南市自治会集会所等建設事業費補助金 

４ 補助事業の名称 

５ 
補 助 事 業 の

対 象 事業区分
 

６ 
補 助 金 の

交 付 決 定 額
            円 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

第   号 

      年  月  日 

７ 
補 助 金 の

既 交 付 額

         年  月  日交付         円 

年  月  日交付         円 

年  月  日交付         円 

計               円 

８ 
補 助 金 の

未 交 付 額 円（交付決定の額 ― 既交付額） 

 
 



第１３号様式（第１４条関係） 
 
 

周 南 市 自 治 会 集 会 所 等 
 

建 設 事 業 費 補 助 金 返 還 命 令 書 
 

第     号 

                              年  月  日 

 

                 様 
 
 
                           周南市長          印 

 

 

周南市自治会集会所等建設事業費補助金交付要綱第１４条の規定により、次のとおり返還を命

じます。 
 

１ 補 助 年 度     年度 ２返 還 命 令 額           円 

３ 返 還 期 限 年  月  日 まで 

４ 返 還 理 由

 

５ 返 還 方 法 

６ 補 助 金の名称  

７ 
補 助 金 の

交 付 決 定 額
         円 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

第   号 

       年  月  日 

８ 
補 助 金 の

交 付 確 定 額
         円 

補 助 金 確 定 通 知 書 

第   号 

       年  月  日 

９ 
補 助 金 の

既 交 付 額
年  月  日交付            円 

 
 備考 「返還命令額」の項には、（既交付額－交付確定額）の額を記入すること。 

 


